
【報告２】 
 

志木市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の概要 

 

１ 内容 

 (1) 対象者 

   給与等の支払を受けている志木市国民健康保険被保険者のうち、新型コ

ロナウイルス感染症に感染した者又は発熱等があり感染が疑われる者 

 (2) 支給対象となる日数 

   労務に服することができなくなった日から起算して、３日を経過した日

から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日 

 (3) 支給額 

   １日につき、直近の継続した３か月間の給与等の収入の合計額を就労日

数で除した金額の２／３ 

 

２ 施行日等   公布の日（令和２年４月３０日） 

         令和２年１月１日から適用 

新型コロナウイルス感染症に感染した（感染が疑われる場合を含む。）被保険

者に対する傷病手当金の支給 

（附則第４項～第９項） 


